大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付要綱
　（目的）
第１条　この要綱は、滋賀型地域活動支援センター、障害者働き・暮らし応援センター又は通所系障害福祉サービス事業所（以下「事業所等」という。）を設置している者で、その用地又は建物を事業所等の運営に参画する者以外の者から賃借しているものに対し、予算の範囲内で当該賃借料に係る経費の一部を補助し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴　滋賀型地域活動支援センター　大津市滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けている事業所をいう。
⑵　障害者働き・暮らし応援センター　大津市障害者働き・暮らし応援センター事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けている事業所をいう。
⑶　通所系障害福祉サービス事業所　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者が運営する事業所及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「児童福祉法」という。）第２１条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者が運営する事業所（次のアからキまでに掲げる事業のいずれかを行うものに限る。）をいう。
ア　法第５条第７項に規定する生活介護
イ　法第５条第８項に規定する短期入所（大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年条例第７号。以下「基準条例」という。）第１０１条第２項に規定する空床利用型事業所及び基準条例第１１１条の２に規定する共生型短期入所を行う事業所を除く。）
ウ　法第５条第１２項に規定する自立訓練
エ　法第５条第１４項に規定する就労移行支援
オ　法第５条第１５項に規定する就労継続支援
カ　児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援
キ　児童福祉法第６条の２の２第３項に規定する放課後等デイサービス
　（補助対象事業所）
第３条　この要綱による大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象となる事業所等（以下「補助対象事業所」という。）は、次の各号のいずれにも該当する事業所等とする。
⑴　市内で、事業所等の用地又は建物をその運営に参画する者以外の者から賃借しているもの
⑵　当該年度の４月１日時点において、事業所等の利用者のうち市内に居住する利用者の割合が１０分の７を超えるもの
⑶　事業所等の設置主体が会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定する会社以外の者であるもの
⑷　事業所等の開設の日から３年が経過する日の属する年度の末日を経過した者であること。
　（補助対象経費）
第４条　補助金の交付の対象となる経費は、補助対象期間において補助対象事業所が負担した事業所等の用地又は建物の賃借料（共益費、光熱水費又はそれに類する費用（以下「共益費等」を含まない。）以下「賃借料」という。）とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の賃借料の額は、当該各号に定める額とする。
　⑴　補助対象事業所が現に負担した賃借料の額のうちに共益費等が含まれている場合であって、共益費等の額を賃貸借契約書等において確認することができないとき　当該賃貸借契約書等に定められた賃借料の額の１０分の９に相当する額
　⑵　補助対象事業所の使用に係る用地又は建物において、補助対象事業所が行うこととされている事業（事業費補助金の交付を受けることがその要件とされているものについては、当該補助金の交付対象となる事業。以下「補助対象事業」という。）以外の事業（以下「補助対象外事業」という。）が行われているとき　補助対象期間における賃借料の額（前号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額）を、補助対象事業及び補助対象外事業の専有部分並びに補助対象事業及び補助対象外事業の共有部分の面積の当該物件の総面積に占める割合により按分した額
　（補助金の額）
第５条　補助金の交付の対象となる期間、補助率、補助基本額、補助基準額及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
⑴　補助対象期間　当該年度において補助対象事業所が用地又は建物を実際に賃借する期間
⑵　補助率　２分の１
⑶　補助基本額　賃借料の額から寄附金その他の収入を控除して得た額（複数の賃貸借契約を締結している事業所等にあっては、賃貸借契約ごとに賃借料の額から寄附金その他の収入を控除して得た額の合計額）
⑷　補助基準額　２００，０００円に補助対象期間の月数を乗じて得た額とする。この場合において、補助対象期間の月数に、１か月に満たない端数があるときは、これを１か月とする。
⑸　補助金の額　補助基本額又は補助基準額のうちいずれか少ない額に補助率を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）
　（交付申請書）
第６条　大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第４条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付申請書（様式第１号）とする。
２　前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑴　賃貸借契約概要調書（様式第２号）
⑵　賃貸借契約書の写し
⑶　利用者状況表（様式第３号）
⑷　大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金所要額調書（様式第４号）
⑸　定款及び市長が必要と認めたもの（初年度申請時のみ）
⑹　収支予算書抄本（様式第５号）
　（決定通知書）
第７条　規則第７条第１項の規定による通知は、大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付決定通知書（様式第６号）により行うものとする。
２　規則第７条第２項の規定による通知は、大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付申請棄却（却下）決定通知書（様式第７号）により行うものとする。
　（事情変更による取消通知書等）
第８条　規則第９条第５項の規定による通知は、大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付決定取消通知書（様式第８号）又は大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付決定変更通知書（様式第９号）により行うものとする。
（変更承認申請書）
第９条　規則第１３条第１項の規定により市長に提出しなければならない承認申請書は、大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金変更承認申請書（様式第１０号）とする。
２　前項の変更承認申請書には、第６条第２項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
　（実績報告書）
第１０条　規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業実績報告書（様式第１１号）とする。
２　前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑴　大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金精算調書（様式第１２号）
⑵　賃貸借契約概要調書（様式第２号）
⑶　領収書（明細を記したものを含む。）の写し
⑷　収支決算書抄本（様式第１３号）
　（確定通知書）
第１１条　規則第１５条の規定による通知は、大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金確定通知書（様式第１４号）により行うものとする。
　（交付請求書）
第１２条　規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付請求書（様式第１５号）とする。
　（一括又は分割による交付請求書）
第１３条　規則第１８条第２項において準用する同条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、大津市通所系障害福祉サービス事業所所等用地等賃借料補助金交付請求書（様式第１６号）とする。
　（取消通知書）
第１４条　規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付決定取消通知書（様式第１７号）により行うものとする。
　（返還通知書）
第１５条　規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金返還通知書（様式第１８号）により行うものとする。
　（その他）
第１６条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
　　　附　則
１　この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。
２　大津市障害者共同（働）作業所用地賃借料補助金交付要綱（平成８年４月１日制定）は、廃止する。
３　この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。
４　次の各号に掲げる期間における第５条第２号の規定の適用について、同号中「２分の１」とあるのは、それぞれ当該各号に定める字句とする。
　⑴　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで　４分の３
　⑵　令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで　３分の２
　　　附　則	
この要綱は、平成１２年９月１日から施行し、平成１２年度の事業から適用する。
　　　附　則
　この要綱は、平成１３年６月１日から施行し、平成１３年度の事業から適用する。
　　　附　則
１　この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。
２　大津市精神障害者共同作業所用地等賃借料補助金交付要綱（平成１１年４月１日制定）は、廃止する。
　　　附　則
　この要綱は、平成１６年１０月１５日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。
２　この要綱の規定により補助金の交付の決定を受けた共同（働）作業所が社会的事業所に移行したときは、平成１７年度に限り、社会的事業所の設置者として補助金の交付の決定を受けたものとみなす。
附　則
　この要綱は、平成１９年６月１日から施行し、平成１９年度の補助金から適用する。
　　　附　則　
　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、改正後の大津市社会的事業所等用地等賃借料補助金交付要綱の規定は、平成２６年度から適用する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、同年３月３１日から施行する。
附　則
　この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和２年３月３１日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。
　（経過措置）
２　この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
３　この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附　則
　この要綱は、令和５年３月３１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、同年３月３１日から施行する。

様式第１号（第６条関係）
大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　（宛先）
大津市長　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所等の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　

　大津市補助金等交付規則第４条第１項の規定により、大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金の交付について、次のとおり申請します。

	補助年度
	            　  年度

	補助事業の名称
	大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業

	補助事業の目的及び内容
	

	補助事業の経費所要額
	                    　   円

	交付申請金額
	                      　 円

	補助事業の着手予定年月日及び完了予定年月日
	着手　　　　　　年　　月　　日
完了　　　　　　年　　月　　日

	補助金の交付時期の希望
	□　半年ごと　４月～　９月家賃分：10月末に交付（概算払い）
10月～翌３月家賃分：交付確定後に交付 
□　一括払い（交付確定後に交付）

	添付書類
	⑴　賃貸借契約概要調書（様式第２号）
⑵　賃貸借契約書の写し
⑶　利用者状況表（様式第３号）
⑷　大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金所要額調書（様式第４号）
⑸　定款及び市長が必要と認めたもの（初年度申請時のみ）
⑹　収支予算書抄本（様式第５号）



[bookmark: _Hlk223090056]
様式第２号（第６条及び第１０条関係）
賃貸借契約概要調書

	賃貸人
	所在地
	

	
	名称
	

	
	代表者
	

	
	事業所運営への参画
	　賃貸人は事業所運営に　□参画している　・　□参画していない



	対象物件の住所
	大津市

	対象物件の面積（Ａ）
	㎡　（うち建物：　　㎡　・　うち用地：　　㎡）

	契約期間
	　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日（自動更新：□有　・　□無　）

	補助対象期間内に
支払う賃借料（Ｂ）
	円

	共益費等の取扱い
	□賃借料に含まれている　・　□賃借料に含まれていない
　↓
金額は契約書に明記　□されている　・　□されていない
　　　　　　　　　　　　　　↓
補助対象期間内に支払う共益費等の額（Ｃ）※１　　　　　　　　円

	賃借料の支払方法
	□月　賦（　□前月払い　　・　　□当月払い　　・　　□後払い　）
□年一括払い　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	運営規程に規定する
家賃月額（Ｄ） ※２
	　　　円（　 　　　円／月）


※１　共益費等が賃借料に含まれているが、賃貸借契約書にその金額が明記されている場合は、補助対象期間内に支払う共益費等の金額を記入することとし、共益費等が賃借料に含まれており、かつ賃貸借契約書にその金額が明記されていない場合は、補助対象期間内に支払う賃借料（Ｂ）の金額の１０分の１に当相当する額を記入すること（１円未満切捨て）。
※２　共同生活援助併設型短期入所事業所にあっては、運営規程に規定する家賃の額（特定障害者特別給付費を含む場合にあってはその額を、別途設定している場合にあっては家賃との合計額）の補助対象期間内に徴収する見込額（実績報告書に添付する場合にあっては、徴収した額）を記入すること。

物件の専有面積　　　　　　　　　　　　　　　　左記の面積のうち、補助対象となる面積
	区分
	面積
	
	補助対象となる面積
	補助対象面積の求め方（※３）

	総面積（Ａ＝Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）
	㎡
	
	㎡
	Ａ`＝Ｅ`＋Ｇ`

	うち補助対象専有面積（Ｅ）
	㎡
	
	㎡
	Ｅ`＝Ｅ

	うち補助対補外専有面積（Ｆ）
	㎡
	
	
	

	うち共有面積（Ｇ）
	㎡
	
	㎡
	Ｇ`＝Ｇ×（Ｅ／（Ｅ＋Ｆ））



	専有面積比率（Ｈ＝Ａ`／Ａ）※３
	％


※３　小数点第１位で四捨五入して％で記入すること。

当該物件の補助対象経費（Ｉ＝（Ｂ-Ｃ-Ｄ）×Ｈ）※１円未満切捨て
　　　　　　　　　　　円


（注）この調書は賃貸借契約１件ごとに１枚作成すること。
[bookmark: _Hlk204108090]（注）専有比率が１００％でない場合は、建物の各専有部分を明示し、寸法が記入された平面図を添付すること。
様式第３号（第６条関係）
利用者状況表

	事業所名
	



⑴　利用者
	No.
	氏名
	受給者証番号
	居住市町村
	住所（番地不要）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


※当該年度の４月１日時点での利用者の情報を記入すること。
※行が不足する場合は適宜行を追加すること。

⑵　利用者数
	利用者のうち大津市内に居住する者
（Ａ）
	　　　人

	利用者のうち大津市外に居住する者
（Ｂ）
	　　　人

	利用者の総数
（Ｃ＝Ａ＋Ｂ）
	　　　人

	大津市内に居住する者の割合(※１)
（Ｄ＝Ａ／Ｃ）
	　　　％


※１　小数点以下は切り上げ、％で記入すること。



様式第４号（第６条関係）
大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金所要額調書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	No.
	補助対象経費の
支出予定額



(a)
	寄附金
その他の収入
※１


（ｂ）
	補助基本額
(a)-(b)



(c)
	補助基準額
※２



(d)
	選定額
(c)と(d)を比較して
少ない方の金額

(e)
	補助率




(f)
	補助額
(e)×(f)
※３


(g)
	備考

	１
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	


※行が不足する場合は適宜行を追加すること。



※１　寄附金その他の収入には、当該物件を利用者が使用する際に徴収する家賃額は含まないものとする。
※２　基準額は、２００，０００円を月額として補助対象期間に応じて算定した額を記入すること。
※３　１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨ててください。
様式第５号（第６条関係）
　　
収　支　予　算　書　抄　本

（収入）

	項　　目
	予算額（円）
	備　　考

	
	
	

	合　計
	
	



（支出）

	項　　目
	予算額（円）
	備　　考

	
	
	

	合　計
	
	



　上記のとおり相違ありません。

　　　　　　　年　　月　　日

事業所等の名称
所　　在　　地
代　　表　　者　　　　　　　　　　　　　　

様式第６号（第７条関係）

大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付決定通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大津市長　　　　　　　　　印

　　  　年　　月　　日付けで申請のあった大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金の交付について、次のとおり決定したので大津市補助金等交付規則第７条第１項の規定により通知します。
		
	補助年度
	        年度

	補助事業の名称
	大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業

	補助事業の目的及び内容
	交付申請書記載のとおり
ただし、　　　　については、　　　　　　とする。

	交付決定金額
	          円

	交付条件
	⑴　補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。
⑵　補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
⑶　補助対象期間内に補助対象経費に係る賃貸借契約を更新したときは、更新した賃貸借契約書を提出すること。
⑷　大津市補助金等交付規則及び大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付要綱の規定を遵守すること。
⑸　　　　年　　月　　日までに大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業実績報告書を提出すること。
⑹　前各号に違反した場合は、補助金の一部又は全部の返還を命じることがある。


（注）補助事業の目的及び内容の項のただし書については、大津市補助金等交付規則第５条第２項の規定により補助金交付申請に係る事項について修正を加えた場合に記載する。

様式第７号（第７条関係）

大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付申請棄却（却下）決定通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大津市長　　　　　　　　　印

　　　  年　　月　　日付けで申請のあった大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金について、次のとおり交付しないことと決定したので大津市補助金等交付規則第７条第２項の規定により通知します。

	補助年度
	          年度

	補助事業の名称
	大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業

	補助事業の目的及び内容
	交付申請書記載のとおり

	交付申請金額
	           円

	交付しないことと
決定した理由
	




様式第８号（第８条関係）

大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付決定取消通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　大　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大津市長　　　　　　　　　印

　　　  年　　月　　日付け大　　第　　　号で交付の決定をした大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規定により通知します。

	補助年度
	       年度

	補助事業の名称
	大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業

	交付決定金額
	         円

	取消金額
	          円

	取消し後の交付決定金額
	         円

	取消しをした理由
	





様式第９号（第８条関係）

大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付決定変更通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大津市長　　　　　　　　　　印

　　　年　　月　　日付け大　　第　　　号で交付の決定をした大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金について、次のとおり交付決定を変更したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規定により通知します。

	補助年度
	　　　年度

	補助事業の名称
	大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業

	交付決定金額
	　　　　　　円

	決定内容又はこれに付し
た条件を変更する内容
	

	変更をした理由
	




様式第１０号（第９条関係）

大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業変更承認申請書


年　　月　　日
　（宛先）
大津市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所等の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者
　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　年　　月　　日付け大　　　第　　　号で補助金の交付の決定のあった大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業の変更の承認について、大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定により、次のとおり申請します。

	補助年度
	年度

	補助事業の名称
	

	補助事業の変更の内容
	

	変更する理由
	

	変更の年月日
	年　　月　　日

	添付書類
（※１）
	


（※１）大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付申請書（様式第１号）の提出時に添付した資料のうち、変更する内容に係る資料を添付すること
様式第１１号（第１０条関係）
大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業実績報告書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　（宛先）
大津市長　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所等の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者 　　　　　　　　　　　　　

　　　年　　月　　日付け大　　第　　　号で補助金の交付の決定のあった大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業の実績について、大津市補助金等交付規則第１４条の規定により次のとおり報告します。
	補助年度
	　　　　　　年度


	補助事業の名称
	大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業

	補助事業の着手年月日
及び完了年月日
	着手　　　　　　　年　　　月　　日
完了　　　　　　　年　　　月　　日

	交付決定金額
	　　　　　　　　　　　　　　円


	補助金の既交付金額
	  　　　　　　　　　　　　　円


	補助事業の経費精算額
（補助対象金額）
	　　　　　　　　　　　　　　円


	添付書類
	⑴　大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金精算調書（様式第１２号）
⑵　賃貸借契約概要調書（様式第２号）
⑶　領収書（明細を記したものを含む。）の写し
⑷　収支決算書抄本（様式第１３号）



様式第１２号（第１０条関係）

大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金精算調書


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	No.
	補助対象経費の
支出額



(a)
	寄附金
その他の収入
※１


（ｂ）
	補助基本額
(a)-(b)



(c)
	補助基準額
※２



(d)
	選定額
(c)と(d)を比較して
少ない方の金額

(e)
	補助率




(f)
	補助額
(e)×(f)
※３


(g)
	備考

	１
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	


※行が不足する場合は適宜行を追加すること。



※１　寄附金その他の収入には、当該物件を利用者が使用する際に徴収する家賃額は含まないものとする。
※２　基準額は、２００，０００円を月額として補助対象期間に応じて算定した額を記入すること。
※３　１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨ててください。

様式第１３号（第１０条関係）

収　支　決　算　書　抄　本
　
（収入）

	項　　目
	決算額（円）
	備　　考

	
	
	

	合　計
	
	



（支出）

	項　　目
	決算額（円）
	備　　考

	
	
	

	合　計
	
	



　　上記のとおり相違ありません。

　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所等の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　　在　　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　　表　　者　　　　　　　　　　　　　　　

様式第１４号（第１１条関係）

大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金確定通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大津市長　　　　　　　　　　印

　　　　年　　月　　日付け大　　第　　　号で補助金の交付の決定をした大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業について、次のとおり補助金の額を確定したので、大津市補助金等交付規則第１５条の規定により通知します。
	補助年度
	　　　　　　　年度

	補助事業の名称
	大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業

	交付決定金額
	　　　　　　　　円

	補助事業の経費精算額
（補助対象金額）
	　　　　　　　　円

	交付確定金額
	　　　　　　　　円




様式第１５号（第１２条関係）

大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付請求書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　（宛先）
大津市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所等の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　年　月　　日付け大　　第　　　号で交付の確定のあった大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第１項の規定により次のとおり請求します。
	補助年度
	年度

	補助事業の名称
	大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業

	交付確定金額
	　　　　　　　　　　　　　　円

	補助金の既交付金額
	　　　　　　　　　　　　　　円

	交付請求金額
	　　　　　　　　　　　　　　円

	振 込 先
金 融 機 関
	金融機関名
	銀行・信用金庫・農協　　　　　支店

	
	口座番号
	普通　・　当座

	
	口座名義
	     

	添付書類
	



様式第１６号（第１３条関係）
大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付請求書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　（宛先）
大津市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所等の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　年　月　　日付け大　　第　　　号で交付の決定のあった大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第２項の規定により次のとおり一括（分割）請求します。
	補助年度
	　　　　　　　　　　　　　年度

	補助事業の名称
	大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業

	交付決定金額
	　　　　　　　　　　　　　　円

	補助金を一括（分割）
請求する理由
	

	補助金の既交付金額
	　　　　　　　　　　　　　　円

	交付請求金額
	　　　　　　　　　　　　　　円

	振 込 先
金 融 機 関
	金融機関名
	 　　　　　　銀行・信用金庫・農協　　　　　支店

	
	口座番号
	普通　・　当座

	
	口座名義
	

	添付書類
	




様式第１７号（第１４条関係）

大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付決定取消通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大津市長　　　　　　　　　　印

　　　　年　月　　日付け大　　第　　　号で交付の決定をした大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第１９条第４項の規定により通知します。

	補助年度
	　　　　　　年度

	補助事業の名称
	大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業

	交付決定（確定）金額
	　　　　　　　　　　　　円

	取消金額
	　　　　　　　円

	取消し後の交付決定 　（確定）金額
	　　　　　　　円


	取消しをした理由
	




様式第１８号（第１５条関係）

大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金返還通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大津市長　　　　　　　　　　印

　　　　年　　月　　日付け大　　第　　号で交付の決定をした大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金について、大津市補助金等交付規則第２０条第１項の規定により次のとおり返還を請求します。

	返還金
	　　　　　　　　　円

	返還理由
	

	返還期限
	年　　　月　　　日まで

	補助年度
	　　　　　　　　年度

	補助事業の名称
	大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助事業

	交付決定金額
	　　　　　　　　　円

	補助金の既交付金額
及び交付年月日
	　　　　　　　　　円
　年　　　月　　　日

	交付確定金額
	 　　　　　　　　　円


　（注）別添納付書により振り込んでください。なお、大津市補助金等交付規則第１９条第１項の規定により交付の決定を取り消された場合において、返還期限までに納付されないときは、延滞金を納付しなければなりません。
